
 

防府市登録統計調査員の登録に関する要綱  

                  平成２１年２月２５日制定   

 （目的） 

第１条 この要綱は、国及び県の委託を受けて市が行う各種統計調査

に従事する者を防府市登録統計調査員(以下「登録調査員」という。)

として、事前に登録することにより、統計調査員の確保に資すると

ともに、各種統計調査を円滑に実施することを目的とする。  

（登録条件） 

第２条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者の中から適任者を

選考し、登録調査員として登録する。  

(1) 満２０歳以上の者 

 (2) 統計調査に理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行で

きる者 

(3) 調査により知り得た秘密を守ることができる者  

(4) 警察又は税務に関係した業務に従事していない者  

(5) 公職の候補者の選挙活動に直接関係していない者  

(6) 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者 

(7) その他統計調査員としてふさわしくない職業又は経歴を有して

いない者 

（登録手続） 

第３条 統計調査員の登録を希望する者は、防府市登録統計調査員登

録申請書(様式第１号)に所定の事項を記入し、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の提出があったときは、これを審査し、前条により

適任と認めた者について、防府市登録統計調査員名簿（以下「名簿」

という。）に氏名、住所、連絡先その他必要事項を記載し、登録する

ものとする。 

３ 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を防府市登録

統計調査員登録通知書 (様式第２号)により、当該申請者に通知する

ものとする。 



 

（登録期間） 

第４条  登録調査員の登録期間は、登録の日から当該登録の日の属す

る年度の翌々年度末までとする。ただし、更新することを妨げない。  

２ 前項ただし書の場合においては、登録調査員本人に登録継続の意

思確認を行うものとする。  

（統計調査員の選任等） 

第５条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調

査員の中からの選考を優先するものとする。なお、市長は、選任又

は推薦にあたっては、その都度本人の同意を得るものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、統計調査の種類、地域的な事

情その他の事由により適任者を得られない場合は、登録調査員以外

の者を選任又は推薦することができる。  

（登録の取消し） 

第６条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、

調査員の登録を取り消すものとする。  

(1) 登録調査員を辞退する旨の意思表示があったとき。  

(2) 登録調査員が第２条に規定する要件を満たさなくなったとき。  

(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。  

(4) 統計調査員としてふさわしくない行為があったと認められると

き。 

 (5) 病気その他の理由により、統計調査事務に従事しがたいと認め

られるとき。 

(6) その他市長が取り消すことが適当と判断したとき。 

（登録調査員の募集） 

第７条 登録調査員の募集は、公募、推薦その他の方法により行う。  

 （研修等） 

第８条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるとき

は、登録調査員に対し、研修会等を開催し、又は統計調査に関する

資料等を配布するものとする。  

（情報の提供） 



 

第９条 市長は、国又は県が実施する統計調査に従事する統計調査員

の選任又は功績に関連して、名簿に記載された登録調査員の情報を

活 用 （ 国 、 県 へ の 提 供 を 含 む 。） す る こ と が で き る 。  

（ その他）  

第１０条   こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 

め る 。  

附   則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附   則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附   則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



様式第１号（第３条関係）

令和 年 月 日

 　(宛先)　防府市長

 　防府市登録統計調査員として登録したいので、防府市登録統計調査員の登録に関する要綱

第３条第１項の規定に基づき申請します。

 　なお、統計調査等実施の際は、統計法・関係法令を遵守し、責任をもって調査を行い、調査に

よって知り得た情報は他に漏らさないことを誓約いたします。

男 ・ 女

年 月 日

（〒 － ）

  自宅電話番号

  携帯電話番号

  FAX番号

  E-mail @

　１　農林漁業者 ２　自営業者 ３　会社員・団体職員 ４　公務員

　５　パート・アルバイト ６　無職 ７　その他（ ）

　１　どこでもよい ２　自宅付近 ３　その他（ ）

　１　いつでも可能 ２　不可能な月など（ ）

(注) 該当する番号を○で囲んでください。 

※登録いただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、統計調査員に選任する目的 

の範囲内で利用するほか、研修及び調査員表彰事務等の調査員に関する業務のために、国又は県へ

登録情報を提供する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

防府市登録統計調査員登録申請書

氏　名
（本人による署名）

性　別ふりがな

連絡先

住  所

希望する時期

本人 ・ 推薦 ・ その他(           )
・　　　　・ ・　　　　・

市記入欄

受付日 登録番号登録日 登録経路

生年月日

職　業

勤務先

　　自治会名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望する地域



様式第２号(第３条関係) 

 

 

年  月  日   

         様 

 

防府市長        印    

 

 

防府市登録統計調査員登録通知書 

 

 あなたを防府市登録統計調査員として、下記のとおり登録しましたので、防府市登

録統計調査員の登録に関する要綱第３条第３項の規定によりお知らせします。 

 なお、各種統計調査の調査員就任依頼は、実際に統計調査が実施される際に、調査

区等の状況を考慮の上、ご連絡します。 

 

記 

 

１ 登録期間      年   月   日 ～     年   月   日 

 

２ その他      申請書の記載内容に変更が生じた場合及び登録の取消しを希望

する場合は、速やかに届け出てください。 


